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　急病や交通事故など医師の治療を受けなければ生命に危険が及び、迅速に搬送する適
当な手段がない傷病者を、救急車は24時間いつでも安全に医療機関などへ搬送します。
　しかし、緊急性のない軽症者がむやみに救急車を要請することによって、一分一秒を
争う生命の危険にある傷病者への対応が遅れてしまう恐れがあります。
　緊急性がなく自分で病院に行ける場合や定期的な通院などでは、タクシー代わりに救
急車を要請することは避け、自家用車や公共の交通機関などをご利用ください。本当に
必要なときに、本当に必要な人が救急車を利用できるように、ご協力をお願いします。
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